
                                          平成12年10月11日 

 

組織の一部改正について 

 

 

当行は、事業法人のお客さまに対するニーズ発掘・営業推進と商品開発機能との連携を一層 

強化し、また資産の健全性確保をより適切に行うため、法人営業拠点を集約する以下の組織改正

を実施いたします。 

この改正により、営業部門と金融商品部門のより緊密な連携を実現し、お客さまの多様なニーズ

にきめ細かくお応えして参る所存です。 

 

 

１．組織改正の内容 

（１） 本店に｢首都圏営業部｣を新設し、新宿営業第一部および新宿営業第二部を統合のうえ    

編入する。 

（２） 横浜営業部を廃止し、本店営業各部に編入する。 

（３） 東京支店営業部を三部体制から二部体制に再編する。 

（４） 京都営業部および神戸営業部を廃止し、大阪支店営業各部に編入する。 

（５） 大阪支店に｢大阪融資部｣を新設する。 

 

２．実施日 

平成１２年１０月１６日 

 

 

以   上      
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